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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する表示部と、
　第１無線通信を行う第１無線通信部と、
　前記第１無線通信部による前記第１無線通信より通信速度の速い第２無線通信を行う第
２無線通信部と、
　メモリと、
　ユーザインタフェースと、
　を備える携帯端末のコンピュータが読み取り可能なプログラムであって、
　コンテンツデータを取得するコンテンツデータ取得手段と、
　前記第２無線通信部を介した印刷装置との前記第２無線通信の確立に用いられる第１情
報を、前記第１無線通信した印刷装置と前記第１無線通信部を介して通信する通信手段と
、
　前記第２無線通信部を介して前記第２無線通信を行うことが可能であると前記メモリに
設定されている印刷装置である設定印刷装置へ印刷を指示する操作に対応する操作画像を
、前記表示部に表示させる表示手段と、
　前記操作画像が前記表示部に表示された状態で、印刷装置との前記第１無線通信をした
場合には、前記第１情報が用いられることにより確立された印刷装置との第２無線通信に
よって、前記コンテンツデータ取得手段が取得したコンテンツデータの印刷を指示する印
刷指示データを、前記第２無線通信部を介して出力し、
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　前記操作画像が前記表示部に表示された状態で、前記操作画像に対する操作を前記ユー
ザインタフェースを介して取得した場合には、前記設定印刷装置に、前記コンテンツデー
タ取得手段が取得したコンテンツデータの印刷を指示する印刷指示データを、前記第２無
線通信部を介して出力する印刷指示データ出力手段と、
　して前記コンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項２】
　前記コンテンツデータ取得手段は、
　ページに対応するページコンテンツデータを複数含む前記コンテンツデータを取得し、
　前記印刷指示データ出力手段は、
　前記コンテンツデータ取得手段が取得した前記コンテンツデータのうちの前記ユーザイ
ンタフェースを介した操作が選択したページコンテンツデータの印刷を指示する印刷指示
データを、前記通信手段により印刷装置との間で第１情報を通信した後に、前記第１情報
が用いられることにより確立された第２無線通信によって、前記第２無線通信部を介して
出力し、前記操作画像に対する操作を前記ユーザインタフェースを介して取得した場合に
は、前記設定印刷装置に、コンテンツデータのうちの前記ユーザインタフェースを介した
操作が選択したページコンテンツデータの印刷を指示する印刷指示データを、前記第２無
線通信部を介して出力することを特徴とする請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記印刷装置との前記第１無線通信が確立した場合に、前記第１無線通信が確立した前
記印刷装置を、前記設定印刷装置として前記メモリが記憶するよう、記憶指示データを出
力する記憶指示データ出力手段と、
　して前記コンピュータを機能させることを特徴とする請求項１又は２に記載のプログラ
ム。
【請求項４】
　画像を表示する表示部と、
　第１無線通信を行う第１無線通信部と、
　前記第１無線通信部による前記第１無線通信より通信速度の速い第２無線通信を行う第
２無線通信部と、
　メモリと、
　ユーザインタフェースと、
　を備える携帯端末であって、
　コンテンツデータを取得するコンテンツデータ取得手段と、
　前記第２無線通信部を介した印刷装置との前記第２無線通信の確立に用いられる第１情
報を、前記第１無線通信した印刷装置と前記第１無線通信部を介して通信する通信手段と
、
　前記第２無線通信部を介して前記第２無線通信を行うことが可能であると前記メモリに
設定されている印刷装置である設定印刷装置へ印刷を指示する操作に対応する操作画像を
、前記表示部に表示させる表示手段と、
　前記操作画像が前記表示部に表示された状態で、印刷装置との前記第１無線通信をした
場合には、前記第１情報が用いられることにより確立された印刷装置との第２無線通信に
よって、前記コンテンツデータ取得手段が取得したコンテンツデータの印刷を指示する印
刷指示データを、前記第２無線通信部を介して出力し、
　前記操作画像が前記表示部に表示された状態で、前記操作画像に対する操作を前記ユー
ザインタフェースを介して取得した場合には、前記設定印刷装置に、前記コンテンツデー
タ取得手段が取得したコンテンツデータの印刷を指示する印刷指示データを、前記第２無
線通信部を介して出力する印刷指示データ出力手段と、
　を備えることを特徴とする携帯端末。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、携帯端末によって印刷装置に画像の印刷を指示するためのプログラム等に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォン，タブレットＰＣ等の携帯端末と、印刷機能を有する印刷装置と
の通信には、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標），ＷｉＦｉ（登録商標），ＮＦＣ（Near F
ield Communicationの略）等の複数の無線通信方式が採用されている。これらの無線通信
の技術としては、例えば、初めに、ＮＦＣを用いて携帯端末と印刷装置との間で無線通信
を確立させ、そのＮＦＣの無線通信を利用して、ＮＦＣよりも高速でデータの送受信を行
うことが可能な通信方式に切り換える技術、所謂、ハンドオーバー技術が提案されている
。
【０００３】
　具体的には、下記特許文献に記載されているように、通信装置１と通信装置２との間で
データが送受信される際に，通信装置１は，始めに近距離無線通信、つまり、ＮＦＣ方式
の無線通信によって通信装置２から通信方式と暗号化方式とを取得する。そして，取得し
た通信方式および暗号化方式が通信装置１に定められた通信方式および暗号化方式に合致
した場合には，ＮＦＣよりも高速でデータの送受信を行うことが可能な通信方式で、通信
装置２とデータ通信を行うことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１６６５３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献に記載の技術には次のような問題があった。詳しくは、上
述したハンドオーバー技術を、携帯端末と印刷装置との間のデータ通信に適用した場合に
、ハンドオーバーを行って無線通信を確立させたとしても、無線通信確立後の印刷処理に
おいて、印刷指示等のユーザ操作が必要なため、操作性が低い。本発明は、そのような事
情に鑑みてなされたものであり、印刷装置との間でデータ通信を行う携帯端末において、
操作性を向上させるための技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、明細書に記載のプログラムは、画像を表示する表示部と、
画像を印刷する印刷装置と近接無線通信を行う近接無線通信部と、ユーザ操作を受け付け
る受付部と、を備える携帯端末のコンピュータが読み取り可能なプログラムであって、コ
ンテンツデータを取得するコンテンツデータ取得手段と、前記コンテンツデータに基づく
１以上の画像を前記表示部に表示させるための画面データを出力する画面データ出力手段
と、前記画面データ出力手段が複数の画像を前記表示部に表示させるための画面データを
出力した場合に、該複数の画像のうちのいずれかの画像を選択するユーザ操作を前記受付
部が受け付けたことにより発生した選択データを取得する、選択データ取得手段と、前記
印刷装置との前記近接無線通信が確立した場合に、前記選択データ取得手段が取得した選
択データに基づいて、前記ユーザ操作が選択した画像に対応するコンテンツデータの印刷
を指示する印刷指示データを出力する印刷指示データ出力手段と、して前記コンピュータ
を機能させることを特徴とする。
【０００７】
　また、上記課題を解決するために、明細書に記載の携帯端末は、画像を表示する表示部
と、画像を印刷する印刷装置と近接無線通信を行う近接無線通信部と、ユーザ操作を受け
付ける受付部と、を備える携帯端末であって、コンテンツデータを取得するコンテンツデ
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ータ取得手段と、前記コンテンツデータに基づく１以上の画像を前記表示部に表示させる
ための画面データを出力する画面データ出力手段と、前記画面データ出力手段が複数の画
像を前記表示部に表示させるための画面データを出力した場合に、該複数の画像のうちの
いずれかの画像を選択するユーザ操作を前記受付部が受け付けたことにより発生した選択
データを取得する、選択データ取得手段と、前記印刷装置との前記近接無線通信が確立し
た場合に、前記選択データ取得手段が取得した選択データに基づいて、前記ユーザ操作が
選択した画像に対応するコンテンツデータの印刷を指示する印刷指示データを出力する印
刷指示データ出力手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　明細書に記載のプログラム若しくは、携帯端末では、印刷装置との近接無線通信が確立
した場合に、ユーザにより選択された画像に対応するコンテンツデータの印刷を指示する
旨の情報が、印刷装置に送信される。つまり、ユーザは任意の画像を選択し、携帯端末を
印刷装置に接近させるだけで、画像の印刷処理を行うことが可能となる。これにより、印
刷指示のユーザ操作を省くことが可能となり、携帯端末の操作性を向上させることが可能
となる。
【０００９】
　また、明細書に記載のプログラムでは、コンテンツデータが、複数のページに対応する
複数のページコンテンツデータから構成されている。そして、携帯端末において、印刷装
置との近接無線通信が確立した場合に、ユーザにより選択された画像に対応するページコ
ンテンツデータの印刷を指示する旨の情報が、印刷装置に送信される。文書は、通常、複
数のページから構成されているため、明細書に記載のプログラムによれば、文書のページ
毎の印刷を容易に実行することが可能となる。
【００１０】
　また、明細書に記載のプログラムにおいて、携帯端末は、近接無線通信より通信距離の
長い長距離無線通信を、印刷装置と行うことが可能とされており、長距離無線通信により
、画面データ等が携帯端末から印刷装置に送信される。これにより、データ量の多い画面
データ等を適切に送信することが可能となる。
【００１１】
　また、明細書に記載のプログラムでは、複数の画像がサムネイル形式で表示部に表示さ
れる。これにより、ユーザは多くの画像をまとめて閲覧することが可能となる。
【００１２】
　また、明細書に記載のプログラムでは、サムネイル形式で表示された複数の画像が、ユ
ーザ操作に従って拡大される。これにより、画像を詳細に閲覧することが可能となる。ま
た、サムネイル形式で表示された複数の画像が、ユーザ操作に従って縮小される。これに
より、より多くの画像を表示部に表示することが可能となる。
【００１３】
　また、明細書に記載のプログラムでは、画像が１枚毎に表示部に表示される。これによ
り、画像を１枚毎に詳細に閲覧することが可能となる。
【００１４】
　また、明細書に記載のプログラムでは、印刷処理を行うべき印刷装置がデフォルト設定
されており、携帯端末に設けられた印刷ボタンが操作されることで、デフォルト設定され
ている印刷装置による印刷処理が行われる。これにより、例えば、ユーザが携帯端末を印
刷装置に接近させるだけで、ユーザ自身の近くにある印刷装置に印刷処理を行わせること
も、普段から使用するためにデフォルト設定されている印刷装置によって画像の印刷を行
うことも可能となる。
【００１５】
　また、明細書に記載のプログラムでは、印刷装置との近接無線通信が確立した場合に、
その印刷装置が、印刷ボタンの操作により印刷処理を行う装置として設定される。これに
より、直近に使用した印刷装置による印刷を、印刷ボタンの操作により行うことが可能と



(5) JP 6874868 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

なる。
【００１６】
　また、明細書に記載のプログラムでは、表示部に表示される複数の画像から個別に画像
を選択するための選択画像ボタンと、表示部に表示される複数の画像の全てを選択するた
めの全画像選択ボタンとが設けられている。つまり、表示部に表示される複数の画像の全
てを印刷したい場合には、ユーザは全選択ボタンを操作すればよく、操作性が向上する。
【００１７】
　また、明細書に記載のプログラムでは、選択可能な画像が１枚の場合には、ユーザによ
る画像の選択が行われなくても、印刷装置との近接無線通信が確立した場合に、その１枚
の画像に対応するコンテンツデータの印刷を指示する旨の情報が、印刷装置に送信される
。つまり、ユーザは画像の選択を行わなくても、携帯端末を印刷装置に接近させるだけで
、画像の印刷処理を行うことが可能となる。これにより、画像選択および印刷指示のユー
ザ操作を省くことが可能となり、携帯端末の操作性を向上させることが可能となる。
【００１８】
　また、明細書に記載のプログラムでは、ユーザにより選択された画像が記憶されており
、携帯端末と印刷装置との近接無線通信が遮断し、再度、確立した場合に、ユーザによる
画像の選択が行われなくても、記憶されている画像に対応するコンテンツデータの印刷を
指示する旨の情報が、印刷装置に送信される。つまり、ユーザによる画像の選択が行われ
、選択された画像の印刷処理が行われた後に、携帯端末を印刷装置から離間させ、再度、
携帯端末を印刷装置に接近させた場合には、同じ画像の印刷処理が行われる。これにより
、例えば、携帯端末の印刷装置への接近・離間を繰り返すだけで、同じ画像の印刷を複数
回行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】通信システム１のブロック図である。
【図２】携帯電話１０のパネル２２への画像１００の表示態様例を示す図である。
【図３】携帯電話１０のパネル２２への画像１００の表示態様例を示す図である。
【図４】携帯電話１０のパネル２２への画像１００の表示態様例を示す図である。
【図５】携帯電話１０の動作フローチャートを示す図である。
【図６】携帯電話１０の動作フローチャートを示す図である。
【図７】携帯電話１０の動作フローチャートを示す図である。
【図８】携帯電話１０の動作フローチャートを示す図である。
【図９】携帯電話１０の動作フローチャートを示す図である。
【図１０】変形例の携帯電話１０のパネル２２への画像１００の表示態様例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
＜通信システムの構成＞
　図１に、本願に係る実施形態として例示される通信システム１のブロック図を示す。通
信システム１は、携帯電話１０、ＭＦＰ（Multifunction Peripheralの略）５０、アクセ
スポイント８０、ウェブサーバ８２、基地局８４を備える。携帯電話１０、および、ＭＦ
Ｐ５０は、無線ＬＡＮ端末装置としての機能を備える。また、ＭＦＰ５０は、プリンタ機
能、スキャナ機能、コピー機能、ファクシミリ機能などを備える多機能周辺装置である。
アクセスポイント８０は、無線ＬＡＮアクセスポイントとしての機能を備える。ウェブサ
ーバ８２は、ネットワークにおいて、クライアント装置に対し、自身の持っている機能や
データを提供する装置である。なお、ＭＦＰ５０も無線ＬＡＮアクセスポイントとしての
機能を備えている。
【００２１】
　携帯電話１０の構成について説明する。携帯電話１０は、ＣＰＵ（Central Processing
 Unitの略）１２、記憶部１４、携帯電話通信Ｉ／Ｆ１６、無線ＬＡＮＩ／Ｆ１８、ＮＦ
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ＣＩ／Ｆ２０、パネル２２、ボタン入力部２４、スピーカ２８、マイク３０を主に備えて
いる。これらの構成要素は、入出力ポート３０を介して互いに通信可能とされている。
【００２２】
　無線ＬＡＮＩ／Ｆ１８は、ＩＥＥＥの８０２．１１の規格およびそれに準ずる規格に基
づいて、ＷｉＦｉ方式（ＷＦ方式と略して記載する場合もある）の無線通信９０を行うこ
とが可能とされている。すなわち、携帯電話１０は、アクセスポイント８０へアクセスし
、ＷＦ方式の無線通信９０を行える状態になれば、アクセスポイント８０を介して、ＭＦ
Ｐ５０とデータ通信することが可能になる。
【００２３】
　また、無線ＬＡＮＩ／Ｆ１８は、ＩＥＥＥの８０２．１１の規格およびそれに準ずる規
格に基づいて、ＷｉＦｉダイレクト方式（ＷＦＤ方式と略して記載する場合もある）の無
線通信９２を行うことが可能とされている。すなわち、携帯電話１０は、ＭＦＰ５０が備
えるアクセスポイントへアクセスし、ＷＦＤ方式の無線通信９２を行える状態になれば、
ＭＦＰ５０と直接、データ通信することが可能になる。
【００２４】
　ＮＦＣＩ／Ｆ２０は、ＩＳＯ／ＩＥＣ２１４８１またはＩＳＯ／ＩＥＣ１８０９２の国
際標準規格に基づいて、ＮＦＣ方式の無線通信９４を行うことが可能とされている。すな
わち、携帯電話１０は、ＮＦＣ方式の無線通信９４を行える状態になれば、ＭＦＰ５０と
直接、データ通信することが可能になる。ただし、ＮＦＣ方式の無線通信９４では、ＷＦ
方式の無線通信９０およびＷＦＤ方式の無線通信９２と比較して、通信距離が短く、通信
速度は遅い。
【００２５】
　携帯電話通信Ｉ／Ｆ１６は、基地局８４との間で携帯電話通信方式の無線通信９６を行
うことが可能とされている。すなわち、携帯電話１０は、携帯電話通信方式の無線通信９
６を行える状態になれば、ウェブサーバ８２と、基地局８４を介して、データ通信するこ
とが可能になる。
【００２６】
　ＣＰＵ１２は、記憶部１４内のプログラム３２に従って処理を実行する。以降、印刷ア
プリケーション３２ａなど、プログラムを実行するＣＰＵ１２のことを、単にプログラム
名でも記載する場合がある。例えば、「印刷アプリケーション３２ａが」という記載は、
「印刷アプリケーション３２ａを実行するＣＰＵ１２が」ということを意味する場合があ
る。なお、記憶部１４は、ＲＡＭ（Random Access Memoryの略）、ＲＯＭ（Read Only Me
moryの略）、フラッシュメモリー、ＨＤＤ（ハードディスクの略）、ＣＰＵ１２が備える
バッファなどが組み合わされて構成されている。
【００２７】
　記憶部１４は、プログラム３２を記憶する。プログラム３２は、印刷アプリケーション
３２ａ、オペレーティングシステム３２ｂ（ＯＳ３２ｂと略して記載する場合もある）を
含む。印刷アプリケーション３２ａは、コンテンツデータ記憶領域１４ａに記憶されてい
るコンテンツデータによって表される画像をＭＦＰ５０に印刷させる処理を、ＣＰＵ１２
に実行させるためのアプリケーションである。
【００２８】
　オペレーティングシステム３２ｂは、印刷アプリケーション３２ａに利用される基本的
な機能を提供するプログラムである。ＯＳ３２ｂは、携帯電話通信Ｉ／Ｆ１６、無線ＬＡ
ＮＩ／Ｆ１８、ＮＦＣＩ／Ｆ２０を介して無線通信９０，９２，９４，９６を実行させる
ためのプログラム、および、記憶部１４，パネル２２，ボタン入力部２４などを制御する
プログラムなどを含む。
【００２９】
　また、記憶部１４は、コンテンツデータ記憶領域１４ａを備える。コンテンツデータ記
憶領域１４ａは、複数の写真データ、文書データを記憶する領域である。写真データとし
ては、ＪＰＥＧ方式のデータが記憶されており、文書データとしては、ＰＤＦ方式のデー
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タが記憶されている。また、文書データは、通常、複数のページに対応する複数のページ
文書データから構成されている。印刷アプリケーション３２ａは、ＯＳ３２ｂを介して、
記憶部１４が記憶しているデータを取得する。また、印刷アプリケーション３２ａは、デ
ータを出力し、ＯＳ３２ｂを介して記憶部１４に記憶させる。
【００３０】
　パネル２２は、携帯電話１０の各種機能を表示する表示面を備える。印刷アプリケーシ
ョン３２ａは、表示用の画像データを出力し、ＯＳ３２ｂを介してパネル２２に表示させ
る。ボタン入力部２４は、タッチセンサを有し、パネル２２と一体的に構成されており、
入力媒体のパネル２２への接近・接触を検出し、ユーザによるボタン操作を受け付ける。
印刷アプリケーション３２ａは、ＯＳ３２ｂを介して、ユーザによるボタン操作内容を示
すデータを取得する。
【００３１】
＜携帯電話の動作＞
　実施形態に係る携帯電話１０の動作について説明する。携帯電話１０では、携帯電話１
０をＭＦＰ５０に接近させるだけで、コンテンツデータ記憶領域１４ａに記憶されている
コンテンツデータに対応する画像のうちの任意の画像を、ＭＦＰ５０により印刷すること
が可能となっている。
【００３２】
　具体的には、携帯電話１０では、コンテンツデータ記憶領域１４ａに記憶されているコ
ンテンツデータに基づく画像１００が、図２に示すように、サムネイル形式でパネル２２
に表示される。なお、コンテンツデータ記憶領域１４ａには、ＪＰＥＧ方式の写真データ
、および、ＰＤＦ方式の文書データが記憶されている。携帯電話１０は、ＪＰＥＧ方式の
写真データに基づいて、写真の画像をパネル２２に表示することが可能である。
【００３３】
　一方、携帯電話１０は、ＰＤＦ方式の文書データに基づいて、文書の画像をパネル２２
に表示することができない。このため、携帯電話１０では、ＰＤＦ方式の文書データが、
無線通信９６を用いてウェブサーバ８２へ送信され、ウェブサーバ８２において、ＰＤＦ
方式の文書データの各ページ文書データがそれぞれＪＰＥＧ方式のページ文書データに変
換される。すなわち、ＰＤＦ方式の文書データが、複数のＪＰＥＧ方式のページ文書デー
タに変換される。そして、変換されたＪＰＥＧ方式のページ文書データが、無線通信９６
を用いて携帯電話１０に戻され、変換されたＪＰＥＧ方式のページ文書データに基づいて
、文書の画像がパネル２２に表示される。
【００３４】
　パネル２２に表示された複数の画像１００の各々には、チェック欄１０２が設けられて
いる。チェック欄１０２は、チェック欄１０２が設けられている画像１００がユーザによ
り選択されているか否かを示すものであり、画像１００へのタップ操作により、チェック
欄１０２に「レ」が記される。チェック欄１０２に「レ」が記された画像１００は、ユー
ザにより選択されている画像１００である。また、チェック欄１０２に「レ」が記された
画像１００へのタップ操作により、チェック欄１０２から「レ」が消去される。これによ
り、ユーザによる選択が解除される。つまり、ユーザは、パネル２２に表示される画像１
００から任意のものを選択および解除することが可能となる。なお、タップ操作とは、ユ
ーザの指等の入力媒体をパネル２２に接近させる操作、または、接触させる操作である。
【００３５】
　パネル２２には、複数の画像１００の上方に、縮小ボタン１０４および拡大ボタン１０
６が表示されている。縮小ボタン１０４および拡大ボタン１０６は、画像１００を縮小・
拡大するためのボタンであり、例えば、拡大ボタン１０６が操作されることで、図２のパ
ネル２２に表示されている画像１００が、図３に示すように、拡大される。これにより、
ユーザは、画像１００を詳細に確認することが可能となり、画像選択に便利である。一方
、縮小ボタン１０４が操作されることで、図３のパネル２２に表示されている画像１００
が、図２に示すように、縮小される。これにより、ユーザは、多くの画像１００を一度に
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閲覧することが可能となる。
【００３６】
　また、携帯電話１０では、パネル２２に表示される画像１００の全てを一括して選択す
ることも可能である。詳しくは、パネル２２の下方に、メニューボタン１０８が表示され
ている。メニューボタン１０８が操作されると、図４に示すように、パネル２２の下方に
、全画像選択ボタン１１０が表示される。この全画像選択ボタン１１０が操作されること
で、全ての画像１００のチェック欄１０２に「レ」が記される。つまり、パネル２２に表
示される画像１００の全てが一括して選択される。なお、パネル２２には、画像選択解除
ボタン１１１も表示され、この画像選択解除ボタン１１１が操作されることで、全ての画
像１００のチェック欄１０２から「レ」が消去される。つまり、画像１００の選択が一括
して解除される。
【００３７】
　パネル２２に表示された画像１００のうちの任意の画像１００が、ユーザによって選択
されると、携帯電話１０は、ユーザによってどの画像が選択されたかを示す情報を記憶す
る。ユーザは、携帯電話１０をＭＦＰ５０に接近させる。携帯電話１０のＭＦＰ５０への
接近により、携帯電話１０とＭＦＰ５０との距離が、ＮＦＣ方式の無線通信９４の通信範
囲内となると、携帯電話１０とＭＦＰ５０との間で、ＮＦＣ方式の無線通信９４が確立す
る。
【００３８】
　ＮＦＣ方式の無線通信９４が確立すると、その無線通信９４を用いて、ＷＦ方式の無線
通信９０若しくは、ＷＦＤ方式の無線通信９２を確立するための接続情報が、携帯電話１
０とＭＦＰ５０との間で送受信される。これは、ＷＦ方式の無線通信９０およびＷＦＤ方
式の無線通信９２は、ＮＦＣ方式の無線通信９４より高速でデータの送受信を行うことが
可能であり、文書データ若しくは、写真データの送受信は、ＷＦ方式の無線通信９０若し
くはＷＦＤ方式の無線通信９２により行うことが好ましいためである。
【００３９】
　なお、ＷＦ方式の無線通信９０および、ＷＦＤ方式の無線通信９２を確立するための接
続情報の例としては、例えば、ＳＳＩＤ（Service Set IDentifierの略）が挙げられ、Ｓ
ＳＩＤが携帯電話１０とＭＦＰ５０との間で送受信される。詳しくは、ＮＦＣ方式の無線
通信９４が確立すると、まず、携帯電話１０の無線ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ１８が使用するＳＳＩ
Ｄが、ＮＦＣ方式の無線通信９４によって携帯電話１０からＭＦＰ５０に送信される。
【００４０】
　そして、携帯電話１０のＳＳＩＤがＭＦＰ５０の使用しているＳＳＩＤと同じである場
合には、ＷＦ方式の無線通信９０若しくは、ＷＦＤ方式の無線通信９２が、携帯電話１０
とＭＦＰ５０との間で確立できていることになる。この場合、ＷＦ方式の無線通信９０若
しくは、ＷＦＤ方式の無線通信９２が確立している旨のメッセージが、ＭＦＰ５０から携
帯電話１０に送信される。
【００４１】
　一方、携帯電話１０のＳＳＩＤがＭＦＰ５０の使用しているＳＳＩＤと同じでない場合
には、ＭＦＰ５０のアクセスポイントにアクセスしＷＦＤ方式の無線通信９２を確立する
ためのＳＳＩＤが、ＮＦＣ方式の無線通信９４によってＭＦＰ５０から携帯電話１０に送
信される。そして、携帯電話１０は、ＭＦＰ５０のＳＳＩＤに基づいて、ＭＦＰ５０との
間でＷＦＤ方式の無線通信９２を確立させる。
【００４２】
　携帯電話１０とＭＦＰ５０との間でＷＦＤ方式の無線通信９２若しくは、ＷＦ方式の無
線通信９０が確立すると、携帯電話１０は、ユーザによってどの画像が選択されたかを示
す情報に基づいて、ユーザにより選択された画像１００のページ文書データ、もしくは写
真データをＭＦＰ５０に送信する。この際、画像１００のページ文書データ、もしくは写
真データとともに、画像１００の印刷指令も、携帯電話１０からＭＦＰ５０に送信される
。これにより、ＭＦＰ５０では、送信されたページ文書データ、もしくは写真データに基
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づく画像１００の印刷処理が行われる。
【００４３】
　このように、携帯電話１０のユーザは、パネル２２に表示された画像１００の中から任
意のものを選択し、携帯電話１０をＭＦＰ５０に接近させるだけで、選択した画像１００
をＭＦＰ５０によって印刷させることが可能となる。つまり、携帯電話１０では、印刷指
示等のユーザ操作を省くことが可能となり、ユーザの使い勝手が向上する。
【００４４】
　なお、ＭＦＰ５０が、ＰＤＦ方式の文書データを印刷することが可能な機種である場合
には、コンテンツデータそのもの、つまり、ＰＤＦ方式の文書データと、ユーザによって
選択された画像に対応するページを示す情報と、をＭＦＰ５０に送信することが可能であ
る。さらに言えば、ＭＦＰ５０が、別の方式のデータを印刷することが可能な機種である
場合には、その別の方式のデータに変換し、ＭＦＰ５０に送信することも可能である。
【００４５】
　また、携帯電話１０をＭＦＰ５０に接近させた後に、一旦、携帯電話１０をＭＦＰ５０
から離間させても、携帯電話１０は、ユーザによってどの画像が選択されたかを示す情報
を記憶している。そのため、再度、携帯電話１０をＭＦＰ５０に接近させた場合には、ユ
ーザによる画像の選択が再度行われなくても、前回の印刷時に用いられたページ文書デー
タ若しくは、写真データに基づく画像を印刷することが可能である。つまり、携帯電話１
０のＭＦＰ５０への接近・離間を繰り返すだけで、同じ画像の印刷を複数回行うことが可
能となる。
【００４６】
　また、パネル２２に表示すべき画像１００の写真データが１つである場合、若しくは、
文書データが１つのページ文書データによって構成されている場合には、パネル２２に１
枚の画像１００しか表示されない。このような場合には、ユーザによる画像１００の選択
が行われなくても、携帯電話１０のＭＦＰ５０への接近によりＮＦＣ方式の無線通信９４
を確立させた後に、その１枚の画像のページ文書データ若しくは、写真データと印刷指令
とが無線通信９０，または９２によってＭＦＰ５０に送信される。これにより、パネル２
２に表示される画像１００が１枚である場合には、ユーザによる画像選択を行うことなく
、該１枚の画像１００を印刷することが可能となり、ユーザの使い勝手が向上する。
【００４７】
　また、上記手法とは異なる手法により、画像１００の印刷処理を行うことが可能である
。具体的には、図２に示すように、パネル２２の下方には、印刷ボタン１１２が表示され
ている。また、記憶部１４には、デフォルト設定として印刷装置と、その印刷装置との間
でＷＦＤ方式の無線通信９２若しくは、ＷＦ方式の無線通信９０を確立するためのＳＳＩ
Ｄと、が予め設定されており、印刷ボタン１１２の操作により、予め設定されている印刷
装置によって、画像の印刷が行われる。つまり、パネル２２に表示された画像１００のう
ちの任意の画像１００が、ユーザによって選択された後に、印刷ボタン１１２が操作され
ると、予め設定されている印刷装置に、ＷＦＤ方式の無線通信９２若しくは、ＷＦ方式の
無線通信９０によって、ページ文書データ若しくは、写真データおよび、印刷指令が送信
される。そして、ページ文書データ若しくは、写真データおよび印刷指令を受信した印刷
装置では、該ページ文書データ若しくは、写真データに基づく画像の印刷処理が行われる
。これにより、例えば、ユーザは、携帯電話１０をＭＦＰ５０に接近させるだけで、ユー
ザ自身の近くにあるＭＦＰ５０に印刷処理を行わせることも、普段から使用するためにデ
フォルト設定されている印刷装置によって画像の印刷を行うことも可能となり、ユーザの
使い勝手が向上する。
【００４８】
　さらに、携帯電話１０では、例えば、デフォルト設定されている印刷装置がＭＦＰ５０
でない場合に、携帯電話１０とＭＦＰ５０との間でＮＦＣ方式の無線通信９２が確立する
と、印刷ボタン１１２の操作により印刷処理を行う印刷装置として、ＭＦＰ５０がデフォ
ルト設定される。つまり、直近に使用された印刷装置が、印刷ボタン１１２の操作により
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印刷処理を行う印刷装置としてデフォルト設定される。これにより、直近に使用した印刷
装置による印刷を、印刷ボタン１１２の操作により再度行うことが可能となる。
【００４９】
＜印刷アプリケーション＞
　上述した印刷処理は、印刷アプリケーション３２ａがＣＰＵ１２によって実行されるこ
とで行われる。以下に、図５乃至図８を用いて、携帯電話１０内に記憶されているコンテ
ンツデータに基づく画像を、ＭＦＰ５０によって印刷するためのフローを説明する。
【００５０】
　まず、図５に示すメインフローのＳ１００において、ＣＰＵ１２は、パネル２２にＯＳ
３２ｂを介して表示画像選択画面を表示するための画面データを出力する。表示画像選択
画面は、写真画像と文書画像とのいずれの画像をパネル２２に表示するかを選択するため
の画面であり、写真画像を選択するためのボタンと文書画像を選択するためのボタンが表
示される。そして、Ｓ１０２に進む。
【００５１】
　Ｓ１０２において、ＣＰＵ１２は、写真画像を選択するためのボタンへの入力を受け付
けたか否か、つまり、写真画像を選択するためのボタンが操作されたことにより発生した
データをＯＳ３２ｂを介して取得したか否かを判定する。写真画像を選択するためのボタ
ンが操作された場合（Ｓ１０２：ＹＥＳ）には、Ｓ１０４に進む。Ｓ１０４において、Ｃ
ＰＵ１２は、記憶部１４が記憶しているＪＰＥＧ方式の写真データを、ＯＳ３２ｂを介し
て取得する。そして、Ｓ１１２に進む。
【００５２】
　一方、写真画像を選択するためのボタンが操作されず、文書画像を選択するためのボタ
ンが操作された場合（Ｓ１０２：ＮＯ）には、Ｓ１０６に進む。Ｓ１０６において、ＣＰ
Ｕ１２は、記憶部１４が記憶しているＰＤＦ方式の文書データを、ＯＳ３２ｂを介して取
得する。そして、Ｓ１０８に進む。Ｓ１０８において、ＣＰＵ１２は、携帯電話通信Ｉ／
Ｆ１６が、携帯電話通信方式の無線通信９６によってウェブサーバ８２に送信するよう、
ＰＤＦ方式の文書データを出力する。そして、Ｓ１１０に進む。Ｓ１１０において、ＣＰ
Ｕ１２は、無線通信９６によって携帯電話通信Ｉ／Ｆが受信したＪＰＥＧ方式のページ文
書データを取得する。このＪＰＥＧ方式のページ文書データは、ウェブサーバ８２がＰＤ
Ｆ方式の文書データを変換したデータである。そして、Ｓ１１２に進む。
【００５３】
　Ｓ１１２において、ＣＰＵ１２は、ＪＰＥＧ方式のページ文書データ若しくは、写真デ
ータに基づく画像１００を、サムネイル方式でパネル２２に表示するための画面データを
出力する。画面データには、ページ文書データ若しくは、写真データをＯＳ３２ｂが取得
するためのデータパス情報、ページ文書データ若しくは、写真データ、縮小ボタン、拡大
ボタンなどを画面のどこに配置するかを示す配置情報が含まれる。そして、Ｓ１１４に進
む。Ｓ１１４において、ＣＰＵ１２は、ＮＦＣ方式の無線通信９４が確立しているか否か
を判定する。ＮＦＣ方式の無線通信９４が確立していない場合（Ｓ１１４：ＮＯ）には、
Ｓ１１６に進む。
【００５４】
　Ｓ１１６において、ＣＰＵ１２は、パネル２２に表示されている画像１００への入力を
受け付けたか否か、つまり、画像１００が操作されたことにより発生したデータをＯＳ３
２ｂを介して取得したか否かを判定する。画像１００が操作された場合（Ｓ１１６：ＹＥ
Ｓ）には、Ｓ１１８に進む。Ｓ１１８において、ＣＰＵ１２は、ＯＳ３２ｂを介して入力
を受け付けた画像１００のチェック欄１０２に「レ」を表示するためのデータを出力する
。そして、Ｓ１２０に進む。一方、画像１００が操作されていない場合（Ｓ１１６：ＮＯ
）には、Ｓ１２０に進む。
【００５５】
　Ｓ１２０において、ＣＰＵ１２は、全画像選択ボタン１１０への入力を受け付けたか否
か、つまり、全画像選択ボタン１１０が操作されたことにより発生したデータをＯＳ３２
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ｂを介して取得したか否かを判定する。全画像選択ボタン１１０が操作された場合（Ｓ１
２０：ＹＥＳ）には、Ｓ１２２に進む。Ｓ１２２において、ＣＰＵ１２は、ＯＳ３２ｂを
介して全ての画像１００のチェック欄１０２に「レ」を表示するためのデータを出力する
。そして、Ｓ１２４に進む。一方、全画像選択ボタン１１０が操作されていない場合（Ｓ
１２０：ＮＯ）には、Ｓ１２４に進む。
【００５６】
　Ｓ１２４において、ＣＰＵ１２は、画像選択解除ボタン１１１への入力を受け付けたか
否か、つまり、画像選択解除ボタン１１１が操作されたことにより発生したデータをＯＳ
３２ｂを介して取得したか否かを判定する。画像選択解除ボタン１１１が操作された場合
（Ｓ１２４：ＹＥＳ）には、Ｓ１２６に進む。Ｓ１２６において、ＣＰＵ１２は、ＯＳ３
２ｂを介して全ての画像１００のチェック欄１０２から「レ」を消去するためのデータを
出力する。そして、Ｓ１１６に戻る。一方、画像選択解除ボタン１１１が操作されていな
い場合（Ｓ１２４：ＮＯ）には、Ｓ１２８に進む。
【００５７】
　Ｓ１２８において、ＣＰＵ１２は、ＮＦＣ方式の無線通信９４が確立しているか否かを
判定する。ＮＦＣ方式の無線通信９４が確立している場合（Ｓ１２８：ＹＥＳ）には、Ｓ
１３６に進む。Ｓ１３６において、ＣＰＵ１２は、無線ＬＡＮＩ／Ｆ１８が無線通信に用
いるよう設定されているＳＳＩＤを取得する。そして、Ｓ１３８に進む。Ｓ１３８におい
て、ＣＰＵ１２は、ＮＦＣＩ／Ｆ２０がＮＦＣ方式の無線通信９４によってＭＦＰ５０に
送信するよう、取得したＳＳＩＤを出力する。そして、Ｓ１４０に進む。
【００５８】
　Ｓ１４０において、ＣＰＵ１２は、ＭＦＰ５０からメッセージを受信したか否か、つま
り、メッセージの受信により発生したデータをＯＳ３２ｂを介して取得したか否かを判定
する。メッセージを受信した場合（Ｓ１４０：ＹＥＳ）には、Ｓ１４２に進む。Ｓ１４２
において、ＣＰＵ１２は、ＷＦ方式の無線通信９０若しくは、ＷＦＤ方式の無線通信９２
が確立している旨のメッセージを受信したか否か、つまり、無線通信９０，若しくは９２
が確立した旨のメッセージの受信により発生したデータをＯＳ３２ｂを介して取得したか
否かを判定する。ＷＦ方式の無線通信９０若しくは、ＷＦＤ方式の無線通信９２が確立し
ている旨のメッセージを受信していない場合（Ｓ１４２：ＮＯ）には、Ｓ１４４に進む。
【００５９】
　Ｓ１４４において、ＣＰＵ１２は、受信したメッセージにＳＳＩＤが含まれているか否
かを判定する。受信したメッセージにＳＳＩＤが含まれていない場合（Ｓ１４４：ＮＯ）
には、Ｓ１４０に戻る。一方、受信したメッセージにＳＳＩＤが含まれている場合（Ｓ１
４４：ＹＥＳ）には、Ｓ１４６に進む。Ｓ１４６において、ＣＰＵ１２は、ＳＳＩＤに基
づいてＭＦＰ５０が備えるアクセスポイントにアクセスしＷＦＤ方式の無線通信９２を確
立する。そして、Ｓ１４８に進む。なお、Ｓ１４２でＷＦ方式の無線通信９０若しくは、
ＷＦＤ方式の無線通信９２が確立している旨のメッセージを受信した場合（Ｓ１４２：Ｙ
ＥＳ）にも、Ｓ１４８に進む。
【００６０】
　Ｓ１４８において、ＣＰＵ１２は、チェック欄１０２に「レ」が記されている画像１０
０、つまり、ユーザによって選択された画像１００に対応するページ文書データ若しくは
、写真データを、出力画像データとして識別するための情報を記憶する。そして、Ｓ１５
０に進む。なお、出力画像データは、印刷対象としてＭＦＰ５０に出力すべきページ文書
データ若しくは、写真データである。すなわち、出力画像データである写真データは、ユ
ーザによって選択された画像に対応するコンテンツデータそのものである。また、出力画
像データであるページ文書データは、ユーザによって選択された画像に対応するコンテン
ツデータから生成されたデータである。Ｓ１５０において、ＣＰＵ１２は、無線ＬＡＮＩ
／Ｆ１８がＷＦ方式若しくはＷＦＤ方式の無線通信９０，若しくは９２によってＭＦＰ５
０に送信するよう、出力画像データおよび、出力画像データに基づく画像１００の印刷指
令を出力する。これにより、ＭＦＰ５０では、ユーザにより選択された画像１００に対応
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するコンテンツデータの印刷処理が行われる。
【００６１】
　また、Ｓ１１４でＮＦＣ方式の無線通信９４が確立している場合（Ｓ１１４：ＹＥＳ）
には、Ｓ１５２に進む。Ｓ１５２において、ＣＰＵ１２は、パネル２２に表示されている
画像１００が１枚であるか否か、つまり、パネル２２に表示される画像１００の写真デー
タが１つであるか若しくは、文書データが１つのページ文書データによって構成されてい
るか否かを判定する。パネル２２に表示されている画像１００が１枚でない場合（Ｓ１５
２：ＮＯ）には、Ｓ１１６に進み、以下の処理が行われる。
【００６２】
　一方、パネル２２に表示されている画像１００が１枚である場合（Ｓ１５２：ＹＥＳ）
には、Ｓ１５４に進む。Ｓ１５４において、ＣＰＵ１２は、パネル２２に表示されている
１枚の画像１００に対応するページ文書データ若しくは、写真データを、出力画像データ
として識別するための情報を記憶する。そして、Ｓ１５０に進み、以下の処理が行われる
。
【００６３】
　また、Ｓ１２８でＮＦＣ方式の無線通信９４が確立していない場合（Ｓ１２８：ＮＯ）
には、Ｓ１５６に進む。Ｓ１５６において、ＣＰＵ１２は、印刷ボタン１１２への入力を
受けたか否か、つまり、印刷ボタン１１２が操作されたことにより発生したデータをＯＳ
３２ｂを介して取得したか否かを判定する。印刷ボタン１１２が操作されていない場合（
Ｓ１５６：ＮＯ）には、Ｓ１１６に戻る。
【００６４】
　一方、印刷ボタン１１２が操作されている場合（Ｓ１５６：ＹＥＳ）には、Ｓ１４８に
進み、以下の処理が行われる。
【００６５】
　上述した処理により、携帯電話１０内に記憶されているコンテンツデータに基づく任意
の画像が、ＭＦＰ５０によって印刷される。また、上記処理によって、画像が印刷された
後に、図９に示すフローの処理が行われる。
【００６６】
　具体的には、Ｓ１６０において、ＣＰＵ１２は、ＮＦＣ方式の無線通信９４が確立して
いるか否かを判定する。ＮＦＣ方式の無線通信９４が確立していない場合（Ｓ１６０：Ｎ
Ｏ）には、Ｓ１６２に進む。Ｓ１６２において、ＣＰＵ１２は、印刷ボタン１１２への入
力を受けたか否か、つまり、印刷ボタン１１２が操作されたことにより発生したデータを
ＯＳ３２ｂを介して取得したか否かを判定する。印刷ボタン１１２が操作されていない場
合（Ｓ１６２：ＮＯ）には、Ｓ１６０に戻る。
【００６７】
　一方、印刷ボタン１１２が操作されている場合（Ｓ１６２：ＹＥＳ）には、Ｓ１６４に
進む。Ｓ１６４において、ＣＰＵ１２は、無線ＬＡＮＩ／Ｆ１８がＷＦ方式若しくはＷＦ
Ｄ方式の無線通信９０，若しくは９２によってＭＦＰ５０に送信するよう、記憶されてい
る出力画像データおよび、そのデータに基づく画像１００の印刷指令を出力する。
【００６８】
　また、Ｓ１６０でＮＦＣ方式の無線通信９４が確立している場合（Ｓ１６０：ＹＥＳ）
には、Ｓ１６４に進み、以下の処理が行われる。このように、画像が印刷された後に、再
度、携帯電話１０がＭＦＰ５０に接近された場合、若しくは、印刷ボタン１１２が操作さ
れた場合には、記憶されている出力画像データに基づく画像、つまり、直近に印刷された
画像の印刷処理が行われる。なお、図５に示すメインフローのＳ１００を実行させるため
のユーザ操作が行われると、出力画像データとして識別するための情報は全て消去される
。
【００６９】
＜変形例＞
　本実施形態では、複数の画像１００が、図２に示すように、サムネイル形式でパネル２
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２に表示されるが、複数の画像１００を１枚毎にパネル２２に表示することも可能である
。具体的には、図１０に示すように、複数の画像１００のうちの１枚の画像１００を、パ
ネル２２に表示し、パネル２２に表示されている送りボタン１２０若しくは戻りボタン１
２２の操作により、表示されている画像１００が、順次、切り換えられるように表示する
ことが可能である。
【００７０】
　また、１枚毎にパネル２２に表示される画像１００にも、チェック欄１０２が設けられ
ており、画像１００へのタップ操作により、チェック欄１０２への「レ」の表示と非表示
とが切り換えられる。つまり、１枚毎にパネル２２に画像１００が表示される際にも、画
像１００へのタップ操作により、画像１００の選択と非選択とが切り換えられる。
【００７１】
　さらに、１枚毎にパネル２２に表示される画像１００の下方には、２種類の印刷ボタン
１２６，１２８が表示されている。印刷ボタン１２６は、パネル２２に表示されている画
像１００を印刷するためのボタンである。つまり、印刷ボタン１２６が操作されると、デ
フォルト設定されている印刷装置に、パネル２２に表示されている画像１００のページ文
書データ若しくは、写真データおよび、その画像１００の印刷指令が送信される。これに
より、パネル２２に表示されている画像１００が、デフォルト設定されている印刷装置に
よって印刷される。
【００７２】
　一方、印刷ボタン１２８は、パネル２２に表示されている画像１００だけでなく、送り
ボタン１２０および戻りボタン１２２の操作によりパネル２２に表示される画像１００の
全てを印刷するためのボタンである。つまり、印刷ボタン１２８は、選択可能な画像１０
０の全てを印刷するためのボタンであり、印刷ボタン１２８が操作されると、デフォルト
設定されている印刷装置に、選択可能な全ての画像１００のページ文書データ若しくは、
写真データおよび、それら全ての画像１００の印刷指令が送信される。これにより、選択
可能な全ての画像１００が、デフォルト設定されている印刷装置によって印刷される。
【００７３】
　また、本実施形態では、ＭＦＰ５０が無線ＬＡＮアクセスポイントを備えているが、無
線ＬＡＮアクセスポイントを備えていない印刷装置を採用することも可能である。無線Ｌ
ＡＮアクセスポイントを備えていない印刷装置を採用する場合、Ｓ１４４においてメッセ
ージに含まれているか否かの判断対象となったＳＳＩＤは、印刷装置との間でＷＦ方式の
無線通信を確立するためのＳＳＩＤとなる。印刷装置がアクセスポイント８０にアクセス
できる場合は、アクセスポイント８０にアクセスし、無線通信９０を確立するためのＳＳ
ＩＤがＳ１４４において判断対象となる。
【００７４】
　また、本実施例の携帯電話１０は、ＰＤＦ方式の文書データに基づいて、文書の画像を
パネル２２に表示することができないが、ＰＤＦ方式の文書データに基づいて、文書の画
像を表示部に表示することが可能な携帯端末を採用することが可能である。
【００７５】
　また、本実施例の携帯電話１０では、パネル２２に表示された画像１００が、縮小ボタ
ン１０４若しくは拡大ボタン１０６の操作により、縮小若しくは拡大されるが、ピンチイ
ン操作、若しくは、ピンチアウト操作により、パネル２２に表示された画像１００が縮小
若しくは拡大されてもよい。なお、ピンチイン操作は、ユーザが２本の指をパネル２２に
接触若しくは接近させた状態で接近させる操作であり、ピンチアウト操作は、ユーザが２
本の指をパネル２２に接触若しくは接近させた状態で離間させる操作である。
【００７６】
　また、本実施例の携帯電話１０では、写真データ等に基づく画像１００がパネル２２に
表示される際に、ＣＰＵ１２は、ＪＰＥＧデータのパス情報、もしくは、ＪＰＥＧデータ
から作成したサムネイルデータのパス情報を含む画面データを出力するが、画面データに
、ページ文書データ若しくは、写真データそのものを含むことが可能である。
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【００７７】
　また、ＭＦＰ５０への接近により印刷指示を行うことが可能な装置は、携帯電話１０に
限られず、タブレット機器などでもよい。
【００７８】
　本実施例の携帯電話１０では、印刷アプリケーション３２ａに基づいて実行するＣＰＵ
１２が、各種の処理を行う場合を説明した。しかし、この形態に限られない。印刷アプリ
ケーション３２ａに基づいて実行するＣＰＵ１２が、オペレーティングシステム３２ｂ、
他のシステム、ハード構成に対して、各種の処理を行わせる指示を出す形態であってもよ
い。
【００７９】
　また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組み合わせに
よって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組み合わせに限定される
ものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するも
のであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
【００８０】
　携帯電話１０は携帯端末の一例である。ＣＰＵ１２は、コンピュータの一例である。記
憶部１４は装置記憶部および選択データ記憶部の一例である。無線ＬＡＮＩ／Ｆ１８は長
距離通信部の一例である。ＮＦＣＩ／Ｆ２０は近接無線通信部の一例である。パネル２２
は表示部の一例である。ボタン入力部２４は受付部の一例である。印刷アプリケーション
３２ａはプログラムの一例である。ＭＦＰ５０は印刷装置の一例である。画像１００は選
択画像受付部の一例である。全画像選択ボタン１１０は全画像受付部の一例である。Ｓ１
０４，１０６を実行するＣＰＵ１２は、コンテンツデータ取得手段の一例である。Ｓ１１
２を実行するＣＰＵ１２は、画面データ出力手段の一例である。Ｓ１４８を実行するＣＰ
Ｕ１２は、選択データ取得手段および記憶指示データ出力手段の一例である。Ｓ１５０，
１６４を実行するＣＰＵ１２は、印刷指示データ出力手段の一例である。
【００８１】
　なお、各プログラムは一つのプログラムモジュールから構成されるものであってもよい
し、複数のプログラムモジュールから構成されるものであってもよい。また、各一例は置
換可能な他の構成であってもよく、本発明の範疇である。印刷処理プログラム（印刷アプ
リケーション３２ａなど）に基づく処理を実行するコンピュータ（ＣＰＵ１２）であって
もよいし、オペレーティングシステムや他のアプリケーション、プログラムなど、印刷処
理プログラム以外のプログラムに基づく処理を実行するコンピュータであってもよいし、
コンピュータの指示に従って動作するハード構成（パネル２２など）であってもよいし、
コンピュータとハード構成とが連動した構成であってもよい。もちろん、複数のプログラ
ムに基づく処理を連動させて処理を実行するコンピュータであってもよいし、複数のプロ
グラムに基づく処理を連動させて処理を実行するコンピュータの指示に従って動作するハ
ード構成であってもよい。
【符号の説明】
【００８２】
　１０：携帯電話、１２：ＣＰＵ、１４：記憶部、１８：無線ＬＡＮＩ／Ｆ、２０：ＮＦ
ＣＩ／Ｆ、２２：パネル、２４：ボタン入力部、３２ａ：印刷アプリケーション、５０：
ＭＦＰ、１００：画像、１１０：全画像選択ボタン
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